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白河市議会ハラスメント防止条例白河市議会ハラスメント防止条例
　　　　　　　　全会一致により可決　　　　　　　　全会一致により可決

　議員によるストーカー及びパワーハラ
スメント行為を受け、本議会は、議員に
よるハラスメントを未然に防止し根絶す
ることにより、市民から信頼される議会
の実現を図るため、ハラスメント防止条
例を策定しました。
　条例の内容については、８ページをご
覧ください。
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９９月月定例会定例会９９月月定例会定例会９月定例会
　　９月定例会が、９月３日～27日までの25日間の会期で開かれました。一般質問では11名の議員がそれぞれ
市の考えを質しました。
　市長提出議案16件のうち、令和５年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定等については、決算審査特
別委員会を設置し、詳細な審査の後、最終日の本会議で認定及び可決されました。（４～７ページ）。その他、補
正予算や条例の一部改正などについて審議され、いずれも原案の通り可決されました。また、議会案として「白
河市議会ハラスメント防止条例」が全会一致で可決されました。（詳細は８ページ参照）
　このページでは、一部の提出議案の内容について、解説や説明をしたいと思います。審議内容等については
10～11ページをご覧ください。

議案ピックアップ
◆市長提出議案……………16件
◆請願・陳情…………………１件
◆議員提出議案他……………３件

全ての議案の審査結果
は市議会ホームページ
をご覧ください。

● 議案第53号　白河市印鑑条例の一部を改正する条例
　　改正の理由
　　　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和５年法律第48号）」が令和６年12月２日に施行されることにより、現行の健康保険証は同日
以降発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することか
ら、当該条例について所要の改正を行うものです。

● 議案第54号　白河市霊園条例の一部を改正する条例
　　改正の理由
　　　市内に住所を有しない者が、霊園の一般墓所を利用する場合は、市内に居住する代理人を定める必要

があるが、親族等がいないなどの理由により、代理人の選定が難しい状況にあることから、代理人選
定の取扱いを変更するため、当該条例について所要の改正を行うものである。

● 議案第55号　白河市国民健康保険条例の一部を改正する条例
　　改正の理由
　　　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和５年法律第48号）」が令和６年12月２日に施行されることにより、現行の健康保険証は同日
以降発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することか
ら、当該条例について所要の改正を行うものです。

● 議案第56号　白河市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人
　　　　　　　  員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
　　改正の理由
　　　介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36条）の一部改正に伴い、当該条例について所要の改正

を行うものです。
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● 議案第63号　令和６年度白河市一般会計補正予算（第２号）

９月一般会計補正予算の主な内容

一般会計補正額合計　　15億5,708万１千円

事　業　名 金　額【単位千円】 事　業　の　概　要

公共交通対策費
【生活防災課】

385万8千円 白坂地区・大信地域公共交通移動需要調査事業
公共交通の利用が難しい地域で、効果的・効率的な交通手段や需
要を調査するため、定額タクシーの実証実験を行う経費を計上す
る。
・事業概要

＊目的地域（目的施設）を限定しない

予防接種事業
【健康増進課】

2億181万円 新型コロナワクチン定期接種事業
　今年度より新型コロナワクチン予防接種が定期接種化され、接
種費用等の詳細が明らかになったことから、不足する経費を計上
する。
○接種方針
・接種時期　　令和６年10月から令和７年３月までの間
・対象者　　　65歳以上又は基礎疾患のある方
・自己負担額　　  2,100円
・想定接種者　　11,600人
・接種費用に係る補正額　　　1億842万円
　　※その他返還金等　　　   ９千339万円
〇接種単価　　15,300円
　（国8,300円、市4,900円、自己負担2,100円）
〇財源：新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金

大河ドラマ「べらぼう」
連携事業【観光課】

578万7千円 蔦屋重三郎を主人公とした令和７年大河ドラマに、白河藩主「松
平定信公」が主要キャストとして登場することから、ドラマとタ
イアップして観光誘客を図り、地域活性化につなげる。

白 坂 地 区 大 信 地 域
対象者 65歳以上 制限なし

利用形態 白坂地区内及び
白坂～白河地域の移動 大信～白河地域の移動

利用料 ８００円 １,６００円

利用時間 午前９時から午後９時までの間



2024　（Ｒ6）11.5　Vol.77 4

◆健全化判断比率
指　標 内　　　　　　　　容 令和5年度 令和4年度 早期健全化基準※ 財政再生基準※

実 質 赤 字 比 率 一般会計を中心とした赤字の割合 赤字なし 赤字なし 12.6% 20.0%
連結実質赤字比率 一般会計・特別・企業会計を合算した赤字の割合 赤字なし 赤字なし 17.6% 30.0%
実質公債費比率 年間の借入金返済額の割合（３か年平均） 8.3% 8.6% 25.0% 35.0%
将 来 負 担 比 率 将来見込まれる負債の割合 43.5% 44.5% 350.0% —

◎一般会計決算
一　　般　　会　　計 令和５年度 令和４年度 増減率

収入済額 355億9,953万円 346億4,964万円 2.7%
支出済額 337億4,407万円 329億7,896万円 2.3%
歳入歳出差引額 18億5,546万円 16億7,068万円 11.1%
翌年度へ繰り越す事業の財源 2億260万円 1億9,087万円 6.1%
実質収支額 16億5,286万円 14億7,981万円 11.7%

歳　　　　　　　入 令和５年度 令和４年度 増減率
市　　　税 市民税・固定資産税等 97億3,235万円 93億1,457万円 4.5%

地方譲与税 国や県が徴収した税金から配分される交付金 3億5,044万円 3億4,754万円 0.8%

地方交付税 財源の不足分を国が配分する交付税 75億6,089万円 73億8,537万円 2.4%
国・県支出金 特定の事業に対しての国や県からの補助金等 79億3,230万円 83億7,142万円 △5.2%
市　　　債 借入金 22億7,270万円 24億940万円 △5.7%
そ　の　他 使用料、手数料、繰入金等 77億5,083万円 68億2,132万円 13.6%

歳　入　合　計 355億9,953万円 346億4,964万円 2.7%

歳　　　　　　　出 令和５年度 令和４年度 増減率
総 務 費 市税の徴収・庁舎の維持費等 44億3,265万円 45億3,323万円 △2.2%
民 生 費 福祉、保育園運営、生活保護等 97億4,630万円 91億4,793万円 6.5%
衛 生 費 検診やワクチン接種、ゴミ処理等 20億9,305万円 23億6,937万円 △11.7%
土 木 費 道路の維持管理、河川や公園管理等 34億8,210万円 40億4,885万円 △14.0%
教 育 費 幼稚園、学校・社会教育や文化財の保護等 50億7,369万円 45億9,987万円 10.3%
公 債 費 借入金の返済 37億8,932万円 38億5,921万円 △1.8%
そ の 他 議会費、農林水産費、商工費等 51億2,693万円 44億2,047万円 16%

歳　出　合　計 337億4,407万円 329億7,896万円 2.3%

令和５年度決算
決算審査特別委員会による審査を実施決算審査特別委員会による審査を実施

決算審査とは

市議会市議会

次年度の
予算に生かす
次年度の
予算に生かす

10月～翌年2月

予算案の作成

Check!Check! Check!Check!

9月定例会
市議会に
「決算議案」
を提出

3月定例会
市議会に
「予算議案」
を提出

4月～翌年3月

事業の実施

　議会が決定した予算が適正に執行されたかど
うかを審査するとともに、提出された資料に基
づいてその効果を検証し、市民に代わって行政
効果を評価するとても重要な制度です。

※千円以下は切捨てていますので、合計額は一致しません。

※この基準を超えると健全化に向けた取り組みが必要になる
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議　案　名
　　※〇は賛成　●は反対
　　※議長（石名国光）は採決に加わらない
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議案第59号
令和５年度白河市一般会計及び各特別会計歳入歳
出決算の認定について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●

 本 会 議 の 採 決

◎議案第59号 賛成22人 反対１人により賛成多数で

◎　委 員 長　　高畠　　裕
〇　副委員長　　佐川　琴次
　　委　　員　　永山　　均　　遠藤　公彦
　　　　　　 　植村　美洋　　室井　伸一
　　　　　　 　柴原　隆夫　　大竹　功一

個別審査
議案第59号　令和５年度白河市一般会計及び各特別会計

歳入歳出決算の認定について
議案第60号　令和５年度白河市水道事業会計決算の認定

及び剰余金の処分について
議案第61号　令和５年度白河市工業用水道事業会計決算の認定について
議案第62号　令和５年度白河市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の

処分について
※個別審査、総括質疑の中から、委員それぞれの視点からの質疑内容を６、７
ページに掲載しております。

認定

決算審査特別委員会を設置

◎議案第60号から62号については、いずれも全会一致で認定及び可決しました。

※本会議の討論の様子はＱＲコードでご覧になれます。

決算審査特別委員

総括質疑・採決

室井委員
●水道事業について
　（１）工事の概要について
　（２）漏水について
　（３）老朽化している水道管について

　議案第59号から62号について全会一致により認定及
び可決

　・総括質疑　議案第60号

　・採　決

議会の重要な権限の一つである「決算認定」を行うため、特別に設置される委員会。予算が
実際にどのような使われ方をしたのか審査をして、適正かつ効果的に使われたのかを認定し
ます。

Point
決算審査特別委員会

とは

遠藤　公彦遠藤　公彦
永山　均永山　均

◎◎高畠　裕高畠　裕

室井伸一室井伸一

○○佐川琴次佐川琴次

大竹功一大竹功一柴原隆夫柴原隆夫
植村美洋植村美洋
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　豚熱の流行により、イノシシの捕獲頭数が
減少傾向にあったが、最近また農作物の被害
増加してきた。捕獲隊員の減少と後継者不足

が深刻な課題であ
り、隊員確保対策
が必要である。

有害狩猟鳥獣捕獲事業
隊員数確保のための対策が必要

　高齢者又は障がい者で運転免許証の交付を
受けていない人の日常生活を支えるバス・タ
クシー助成券を交付する移動支援事業につい
て、更なる市民への周知と利用の促進を図る

とともに、各地域
の実情を考慮した
事業の展開が必要
である。

バス・タクシー移動支援事業
各地域の実情を考慮した事業の展開が必要

物価高騰対策生活支援事業

　「しらかわ生活応援クーポン券」配布事業
については、市民生活を支えるとともに市内
飲食店や小売店等の販売を促進し地域経済の
活性化を図るため、今後
も継続していく必要があ
る。また、その際、クー
ポン券を利用できる加盟
店を増やして、市民が利
用できる選択肢を広げる
必要がある。

クーポン券を利用できる加盟店を増やす必要がある

決算審査特別委員会総括
　決算審査特別委員会では、予算執行の適正性や資源配分の効率
性、事業の成果、財政の健全性に焦点を当てて審査が行われまし
た。特に、限られた財源を最大限に活用し、公共サービスや事業
が計画通りに進んでいるか、その成果が市民に還元されているか
を重視し、各委員より 117 件の質疑がありました。審査の結果、
バランスの取れた投資が市民生活の向上に寄与している点が評価
され、コスト削減とサービスの質の維持も肯定的に捉えられまし
た。今後も市民ニーズに応えつつ、持続可能な財政運営が期待さ
れます。

健康ポイント事業について

　入湯税9,554,500円の使途は主に環境衛生
施設の整備に充てられているが、鉱泉源の保
護管理施設の整備、消防施設その他消防活動
に必要な施設の整備、観光の振興に要する費
用等にも充てるべき。
　ゴルフ場利用税の交付金24,382,985円は

主に一般財源に充てられている
が、本来の使途の目的は、地域
の公共サービスの向上やインフ
ラの整備文化に充てるべき。

　市民の健康に対する意識の醸成と健康寿命
の延伸を図るため、㈱タニタヘルスリンクの
「タニタ健康プログラム」を導入して、対象
者18歳以上の市民2,000名目標のところ参加
者数1,322名の参加があった。達成率66.1％
健康を推進し、住み続けたくなる街づくりを
目指すために、参加者
数5,000名を目指すべき
である。

健康寿命の延伸
入湯税とゴルフ場利用税の交付金の使途について
交付金は適正に処理されているか

地方バス路線維持対策事業

　生活交通としての路線バスについて、維持
費用及び、利用人数についての課題が多い。
タクシー及び、自主運行バス等を含めた、地
域公共交通の在
り方についての
再検討が必要で
ある。

各路線の補助金額及び利用者数は
永
山
委
員
の
視
点

遠
藤
委
員
の
視
点

活動量計で歩数データを送信

高畠委員長の視点

佐
川
副
委
員
長
の
視
点
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　基本計画にもとづいて５回の策定委員会が
開催されたということだが、具体的なことは
決まっていない。関の森公園の観光客は年々
増加しているように見受けられ、さらに来年
はNHK大河ドラマの影響で観光客の増加が

予想されるので、早急
に具体案を決めて実施
することが望まれる。

　検定の受験者数が少しずつ減少してきてい
るので、あらたに「子ども検定」をもうけて
裾野を広げるとか、あるいは、一級合格者を
対象にした「特別級」をつくり、上級者の目
標を設定するなどの工夫が必要な時期にきて
いるのではないか。
検討・見直しが必
要と思われる。

白河歴史教科書活用事業

白河っ子すくすく応援クーポン券
　 支給事業

就学援助事業（小中学校）

物価高騰対策生活支援事業

　東日本大震災の発生時に、老朽化していた
水道管の地域では断水が発生したことを受け、

水道管の更新状況
を確認した。また、
更新がされていな
い水道管について、
早急な更新をする
ように要望した。

　県内59市町村の「ふるさと納税」で赤字
となっている団体が結構ある。白河ブランド
しろもの、地酒、果物などを寄附金に応じて

贈呈しているが、事業者を
訪問し新規開拓をするなど
「ふるさと納税者」を惹き
つける返礼品の魅力づくり
が窺える。

　内部に要綱があり、補助事業の場合１事
業上限15万円、記念大会の場合上限50万円。
また、激励金は全国大会等に出場する個人に
は一人当り５千円を支給するとの説明は理解

した。しかし、一般市
民に対してもわかりや
すい説明等を示すべき
である。

　子育て世代の方から、クーポン券を利用で
きる対象として、ベビー服や靴にも使えるよ
うにしてほしいとの意
見を聞くことがあった
ことから、クーポン券
利用対象の拡充を検討
するように要望した。

　経済的に困窮している児童世帯に対し、学
用品費、給食費、クラブ活動費等の経費の一
部を支援している。支給の方法については、
受給者の秘密性を保持する必要から口座振り
込みによる立替性を
とり、他の児童世帯
との関係に配慮され
たものになっている。

　予算額に対して、決算額が大きく差が生じ
ているがなぜか。
　この事業は、「第６弾しらかわ生活応援
クーポン事業」であり、今回は３月末の入学
シーズン等に合わせ、実施したため決算額と
しては一部の形状となってしまったこと、ま
た、多くの市民からは好評であったことにつ
いても理解はできた。しかし、今後はその点
についても成果説明書にわかりやすく記載す
べきである。

クーポン券利用対象アイテムの拡充を要望

さらなるバージョンアップを！

支給の方法はどのように

関の森公園リニューアル事業

水道事業について

ふるさと納税関係費

文化振興補助事業

早急な事業案の策定が必要

老朽化している水道管の早急な更新を要望

返礼品の新規開拓はどのように

補助基準はどうなっているのか

植
村
委
員
の
視
点

室
井
委
員
の
視
点

柴
原
委
員
の
視
点

大
竹
委
員
の
視
点



2024　（Ｒ6）11.5　Vol.77 8

　白河市議会ハラスメント防止条例検討特別委員会にてハラスメント
に関する勉強会や条例内容の議論が行われ、９月27日に条例を制定、
全会一致で可決され、10月１日より施行されました。

条例の中身を詳しく解説　（条例文を一部抜粋）

白河市議会ハラスメント防止条例
　ハラスメントは、基本的人権及び尊厳を著しく傷つけ、住民福祉及び議会
活動に支障をきたし、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。
　よって、議会としての役割を十分発揮するため、互いに人格を尊重し、相
互信頼を深めることを通して、ハラスメントの防止及び排除に努め、信頼さ
れる議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
（目的）
第１条　この条例は、議員間又は議員から職員へのハラスメントの防止及び

排除のために必要な事項を定め、良好な職場環境を確保することで市政の
効率的運用に寄与し、もって市民から信頼される議会の実現に資すること
を目的とする。

（定義）
第２条　この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行

為又は不利益を与える行為
(2) 社会的又は性的な差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行

為
(3) 職務上の地位、役職の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手

に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害す

る行為
(5) その他、人権侵害のおそれのある行為又は個人の職務環境を害する行為
（適用範囲）
第３条　この条例は、議員間又は議員から職員へのハラスメントに適用する。
（議員の責務）
第５条　議員は、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い

倫理観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命を達成しなければなら
ない。

２　議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実に説明責任を
果たさなければならない。

（相談窓口)
第６条　議長は、ハラスメントに関する相談等の円滑かつ公正な解決を図る

ため、議会事務局内にハラスメント相談窓口を設置する。
（事実関係の把握及び有識者からの意見聴取)
第８条　議長は前条の申出があったときは、必要に応じて申出者、相談者又

は当事者等に対して事実関係を把握するための調査を行わなければならな
い。

２　前項の調査を公正かつ適正に行うため必要と認めるときは、外部の有識
者から意見を聴取することができる。

（対応措置）
第９条　議長は、前条の調査によりハラスメントを確認した場合は、議員に

対し指導、助言、注意その他改善のための必要な措置を講ずるものとする。
２　議長は、議員の氏名の公表その他の必要な措置を講ずるに当たっては、

あらかじめ、議会の承認を必要とする。
　付　則
この条例は公布の日から施行する。

今般のハラスメントに係る一
連の事態を重く受け止め、白
河市議会として、今後あらゆ
るハラスメント行為を許さな
いという決意表明として、前
文を設けました。

ハラスメント行為の定義につい
て、現時点でハラスメント行為
と想定している（１）から（４）
に分類されないハラスメント行
為にも対応するため、（５）にて

「その他～」として規定してお
ります。

議員としての立場と責務を再
確認し、自らの行動も含め、
日頃よりハラスメント行為を

「しない」「させない」という
意識を持つことについて規定
しております。

相談しやすい体制を構築する
ため、市役所４階にある議会
事務局に相談窓口を設置する
ことを規定しております。な
お、相談員は議会事務局職員
が担当します。

ハラスメント行為を公正かつ
適正に調査するため、外部の
有識者から意見を聞くことに
ついて規定しております。

ハラスメント行為を確認した
場合についての対応と、行為
を行った議員の名前の公表、
その他必要な措置について、
ハラスメント行為という内容
を踏まえ、公表にあたっては
議会の承認を得ることを規定
しております。

白河市議会ハラスメント防止条例
制定！
全会一致で
可決

全文を読みたい方は、
こちらのＱＲコードを
読み込んでください。
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　去る７月11～12日埼玉県行田市において、友好都市（行田市、桑名市、白河市）議員交流会が８年ぶ
りに開催されました。江戸時代の三方領地替がご縁での友好都市の議員間の交流会です。まず行田市の郷
土博物館を視察し、その後行田市長も交えて
の情報交換会で和やかに懇親を深め、翌日古
代蓮の里公園・県立さきたま史跡の博物館を
視察し、行田商工センターで特産品を購入し
てきました。
　ご縁のある３市で互いの市の行政施策を学
びあえるとても良い刺激しあえる交流会で
す。次回は４年後に白河市で開催される予定
です。

　白河関の踊り流しが８月４日実施され、白河市議会も昨年に引き続き参加しました。
　雨が降り開催が危ぶまれましたが、次第に雨も止み無事に実施することができました。17団体が参加
し、踊り流しを盛り上げました。他の団体に圧倒されながらも、約50分間、小峰城を真正面に見ながら
最後まで踊りました。

　去る、８月22日に福島市パルセ飯坂に於いて開催され、本市議会から18名の議員が参加しました。今
回の研修のテーマは、女性議員のハラスメント相談センター共同代表の濱田真理氏を講師とし、「政治分
野のハラスメントの防止に向けて　－ハラスメントの実態から考える―」と題して講演があり、ハラス
メントの定義、ハラスメントをなくすための心
構え、また事例や対策などについて受講しまし
た。本議会では４月に議員から職員へのストー
カー・パワハラ行為が明らかになり、議員辞職
勧告が決議されたところであり、今後も必要に
応じ、ハラスメント防止に係る研修を実施し、
議員全員がハラスメントについて充分認識・理
解をし、再発防止に努めてまいります。

ハラスメント再発防止に向けて
―令和６年度福島県市議会議員研修に参加―

令和６年度白河関の踊り流しに参加

友好都市議員交流会
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主要地方道矢吹天栄線の表示登記主要地方道矢吹天栄線の表示登記
「白河市地方広域市町村圏整備組合規約の変更について」のほか、議案１件が付託され、いず
れも原案の通りを可決されました。

この事業は地域おこし協力隊２年目以降の本市で起業を考えている
方へ、１人100万円の補助を行う事業である。本市で現在活躍する
８名の隊員のうち３名が起業を考えているため、必要経費を計上し
ている。また、今まで隊員を終えた５名のうち１名が本市に定住し
ている。

矢吹天栄線の改良工事において、係る沿線の土地調査をしたところ登記簿に表示されない土地
等が点在していることが明らかとなった。工事を進めるため、地籍調査を行う予算として175
万円を計上する。

地域計画が策定されることが確実な地域の担い手を対象
に、経営規模拡大等を行うための田植え機や乾燥機など
導入の支援を行う。10分の３を県が、10分の１を市が
それぞれ補助する。

公共交通の利用が難しい地域で、効果的な交通手段や需要を調査するため、定額タクシーの
実証実験を行うもので、既存の乗合タクシーや交通機関を利用した場合の料金、他市町村の
事例を参考に利用料金を設定している。地域性や距離、年齢制限の有無などの違いを比べる
ことで、様々なデータの収集を行う。

Q

Q

Q

Q

●● 議案第63号　令和６年度白河市一般会計補正予算（第２号）
主要地方道矢吹天栄線の表示登記

●● 議案第63号　令和６年度白河市一般会計予算（２号）

協力隊への起業支援補助金の内容は？また、本市に定住してい
る方は何名いるのか？

地籍調査事業175万円。不備の詳細は？

地域計画担い手確保支援事業「530万円」について

白坂地区・大信地域公共交通移動需要調査（定額タクシー実証実験）について

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

定額タクシーの実証実験を行う経費385万円を計上定額タクシーの実証実験を行う経費385万円を計上
議案第６３号　「令和６年度白河市一般会計予算（第２号）」のほか２件が付託され、いずれも原
案のとおり可決されました。

地域おこし協力隊活用事業、304万4,000円を増額計上

市民産業 常任委員会市民産業 常任委員会

総務 常任委員会総務 常任委員会

各委員会に付託された議案の審査経過と結果について、主なものを報告します。

稔りの秋をむかえて稲を守るかかし

地域おこし協力隊活動の様子
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　白河市の水道水供給の現況確認のため、西郷村の堀川ダムと芝原浄水場を
現地視察し、担当者から説明を受けた後、現地を確認しました。堀川ダムは、多
目的ダムとして水道用水供給の他、洪水調節、環境保全と田畑のかんがい用水
の役割を持ち、芝原浄水場は、堀川ダムから原水を取水して浄水処理し、安心
安全な水道水を１市５町村へ安定して供給しています、それぞれの施設が白河
市の水道水の供給には必要不可欠な施設である事を確認しました。

堀川ダム・芝原浄水場現地視察　9月12日

65歳以上の高齢者及び60歳から64歳で心臓、腎臓等の機能障害にて身体障害者手帳１級に相当す
る方が対象。接種回数一人１回で接種期間は10月１日から令和７年２月28日までの5か月間、ワ
クチン接種費用15,300円のうち本人負担額2,100円、生活保護受給者は無料で接種できる。

清水門復元整備事業の一環として、清水門の復元に使用する瓦にメッセージや名前を記入するイベ
ントを、瓦１枚につき、参加料3,000円として開催する。

小峰城跡北東部国道294号に面した一部分に、市民や観光
で訪れた方がゆっくり石垣を眺められる場所として、芝張
りとベンチの設置を計画している。

各地域の代表者や保護者、学校関係者などからなる学校規模適正化検討委員会を設置し提言を受け
た。子どもの人数の減少が続く中、将来にわたり児童生徒にとって望ましい教育環境が維持できる
よう、本市学校の適正規模・適正配置についてパブリックコメントの実施などを行いつつ内容を精
査し、今年度中に基本方針を策定する予定。

コロナワクチン接種について

瓦記名会記名料とは

小峰城史跡整備事業、史跡整備事業工事費の整備内容は

学校規模の適正化について

●● 議案第63号　令和６年度白河市一般会計補正予算（第２号）

●● 議案第63号　令和６年度白河市一般会計補正予算（第２号）

●● 所管事務調査

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Q

Q

Q

Q

コロナワクチン定期接種、65歳以上等、本人負担2,100円コロナワクチン定期接種、65歳以上等、本人負担2,100円
令和6年度白河市一般会計補正予算（第２号）のほか６件が付託され、いずれも原案のとおり
可決されました。

教育福祉 常任委員会教育福祉 常任委員会

小峰城史跡整備事業小峰城史跡整備事業
議案第63号　令和６年度白河市一般会計補正予算（第２号）のほか議案２件が付託され、い
ずれも原案のとおり可決されました。

建設水道 常任委員会建設水道 常任委員会
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Ｑ　
国
道
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号
の
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４
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化
の
さ
ら
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を
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Ａ　
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会
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や
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南
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内
の
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ト
を
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て
ほ
し
い
。

Ａ　
郵
便
局
や
町
内
会
と
協
議
し
検
討
す
る
。

Ｑ　
８
月
10
日
を
「
い
の
ち
の
日
」
と
し
て
制
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し
て
は
ど
う
か
。

Ａ　
も
う
し
ば
ら
く
時
間
を
か
け
た
議
論
が
必

要
と
考
え
て
い
る
。

根本　建一 議員

佐川　京子 議員

大雨に備え河川の浚渫工事加速を！

白河市の観光物産を販売する施設を創意工夫でさらなる利活用を

表郷地区では、金山、高木地域内の河川を行う予定

お客様に満足いただける様工夫しフェアも開催していきます

Point
一般質問

とは

◇一般質問とは行政全般にわ
たり、市長などの行政側に
対し、現状や見通しを質問
したり、あるいは報告や説
明を求めたりすることです。

◇時間制限は質問、答弁時間
を含めて60分以内です。

◇一般質問をする議員はその
要旨を事前に通告すること
となっています。

一　般　質　問一　般　質　問
９月定例会では11名の議員が一般質問を行いました。９月定例会では11名の議員が一般質問を行いました。
本会議のネット中継及び録画配信を行っています。本会議のネット中継及び録画配信を行っています。
ホームページや各議員のQRコードから視聴できます。ホームページや各議員のQRコードから視聴できます。

９月定例会において延べ25名の方が傍聴にお越
しくださいました。ありがとうございました。

Ｑ　
河
川
の
浚
渫
に
つ
い
て
、

今
年
度
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よ
る

災
害
を
み
る
と
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北
海
道
で
は
、
降
水
量
が

観
測
史
上
一
位
が
更
新
さ
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
８

月
下
旬
に
発
生
し
た
台
風
10
号

に
よ
り
、
静
岡
県
や
宮
崎
県
な

ど
多
く
の
地
域
に
河
川
の
氾
濫
、
突
風
や
浸
水

に
よ
り
住
宅
な
ど
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

本
市
に
お
い
て
は
、
令
和
元
年
の
台
風
19
号
に

よ
り
河
川
に
１
５
６
か
所
の
被
害
が
あ
っ
た
。

表
郷
地
区
を
流
れ
る
主
な
河
川
の
現
在
の
状
況

を
み
る
と
、
土
砂
が
堆
積
し
た
箇
所
に
は
様
々

な
草
や
樹
木
が
生
い
茂
り
、
大
雨
の
際
流
れ
を

遮
り
堤
防
の
決
壊
や
浸
水
が
堤
防
を
越
え
、
住

宅
な
ど
に
被
害
が
及
ぶ
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
早
急
な
浚
渫
工
事
必
要
と
考
え
る
が
、

今
後
の
予
定
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
今
年
度
、

県
で
は
黄
金

川
の
表
郷
地

内
で
、
ま
た
、

市
で
は
、
表

郷
高
木
地
内

で
西
石
崎
川
、

石
崎
川
で
浚

渫
工
事
を
行

う
予
定
を
し

て
い
る
。

表郷地内「黄金川」の様子

しらかわ観光ステーション
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Ｑ　
来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
は
「
べ
ら
ぼ
う
～
蔦
重
栄
華

乃
夢
噺
～
」
で
あ
る
が
、
多
大

な
経
済
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の

で
、
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
市
の
考
え
を
伺
う
。

Ａ　
商
工
会
議
所
や
民
間
団
体

な
ど
を
含
め
た
実
行
委
員
会
を

組
織
し
、
オ
ー

ル
白
河
の
布
陣

で
取
り
組
む
。

Ｑ　
多
数
の
観

光
客
が
訪
れ
る

こ
と
が
予
想
さ

れ
る
が
、
受
け

入
れ
態
勢
に
つ

い
て
伺
う
。

Ａ　
快
適
な
周
遊
観
光
が
で
き
る
よ
う
に
、
ト

イ
レ
や
駐
車
場
の
整
備
な
ど
を
し
て
対
応
す
る
。

Ｑ　
市
職
員
の
悩
み
ご
と
の
相
談
や
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
総
務
課
が
窓
口
と
な
り
、
職
員
２
名
で
聞

き
取
り
を
行
い
対
応
し
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
専
門
医
療
機
関
へ
の
受
診
を
促
し
て
い
る
。

Ｑ　
専
門
的
知
識
・
経
験
を
有
す
る
職
員
の
採

用
・
育
成
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
考
え
を
伺

う
。

Ａ　
幅
広
い
分
野
で
活
躍
で
き
る
職
員
の
育
成

を
基
本
と
し
な
が
ら
も
キ
ャ
リ
ア
形
成
が
で
き

る
仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
く
。

植村　美洋 議員

大河ドラマを活用した文化・観光振興を
実行委員会を組織して、オール白河で取り組む

Ｑ　
本
市
の
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
へ
の
今
後
の
支
援
策

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
市
長
に

伺
う
。

Ａ　
社
会
経
済
の
動
向
を
注
視

し
、
産
業
サ
ポ
ー
ト
白
河
や
商

工
会
議
所
等
と
連
携
を
図
り
、

地
域
に
根
差
し
た
産
業
振
興
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
も
、

新
産
業
の
創
出
や
雇
用

の
拡
大
な
ど
が
期
待
で

き
る
こ
と
か
ら
、
誰
も

が
挑
戦
し
や
す
い
環
境

を
整
え
て
い
く
。

Ｑ　
民
地
か
ら
越
境
し

た
道
路
へ
の
竹
木
の
枝

に
お
け
る
危
険
個
所
の

対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
土
地
所
有
者
を
調
査
し
、
越
境
し
た
枝
を

切
除
す
る
よ
う
催
告
を
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
土
地
所
有
者
が
不
明
の
場
合
や
、
催
告

に
応
じ
な
い
場
合
は
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

所
有
者
に
代
わ
り
、
道
路
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
、
市
が
枝
の
切
り
取
り
を
し
て
い
る
。

Ｑ　
本
市
の
学
校
で
複
式
学
級
の
編
成
が
継
続

的
に
見
込
ま
れ
る
場
合
、
市
は
、
ど
の
よ
う
な

検
討
を
進
め
て
い
く
の
か
伺
う
。

Ａ　
総
合
的
な
観
点
か
ら
分
析
を
行
い
、
ま
ず

は
保
護
者
の
方
々
と
協
議
を
重
ね
、
学
校
の
あ

り
方
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え

る
。

遠藤　公彦 議員

本市の中小企業・小規模事業者の支援について伺う
誰もが挑戦しやすい環境を整えていく

Ｑ　
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

法
の
改
正
が
国
会
で
成
立
・
施

行
さ
れ
た
。
市
は
こ
の
基
本
法

を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
市
の

農
業
政
策
に
活
か
し
て
い
く
の

か
伺
う
。

Ａ　
我
が
国
は
食
料
自
給
率
が

低
い
。
加
え
て
激
動
す
る
国
際

情
勢
な
ど
に
よ
り
、
食
料
危
機

が
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
食

料
・
農
村
基
本
法
が
四
半
世
紀
ぶ
り
に
改
正
さ

れ
た
。
今
回
の
改
正
は
国
内
生
産
の
増
加
や
輸

出
の
強
化
・
生
産
コ
ス
ト
の
適
正
な
価
格
転
嫁
、

農
業
の
持
続
的
な
発
展
、
農
村
の
振
興
等
が
主

な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
着
目
す
べ
き
は
、

新
た
に
食
料
安
全
保
障
の
確
立
が
大
き
な
目
標

と
さ
れ
た
こ
と
だ
。
地
域
農
業
を
持
続
し
て
い

く
に
は
「
担
い
手
」
と
「
農
地
」
の
確
保
が

重
要
だ
。
本
市
は
「
地

域
計
画
」
の
策
定
を
年

度
内
の
完
了
に
向
け
て

進
め
て
い
る
。
今
後
も

国
・
県
の
制
度
や
市
独

自
の
事
業
を
組
み
合
わ

せ
、
持
続
的
な
農
業
の

実
現
に
つ
な
げ
て
い
く
。

Ｑ　
水
道
施
設
の
老
朽
化
の
現
状
と
課
題
に
つ

い
て
伺
う
。

Ａ　
Ａ
Ｉ
に
よ
る
解
析
・
診
断
の
手
法
を
取
り

入
れ
、
優
先
順
位
に
よ
り
老
朽
化
し
た
管
路
の

更
新
を
図
る
と
と
も
に
、
地
震
に
よ
る
断
水
防

止
対
策
の
た
め
耐
震
化
を
進
め
る
。

戸倉　宏一 議員

新・農業法をどのように評価し、市農政に活かしていくのか
国・県そして市独自の事業を組み合わせ、持続可能な農業を目指す

松 平 定 信
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Ｑ　
福
島
県
で
開
始
さ
れ
た
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
つ
い

て
市
の
考
え
を
伺
う
。

Ａ　
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度

は
、
多
様
な
価
値
観
を
認
め
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
し

支
え
合
い
、
誰
も
が
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
（
共
生
）
な
社
会
の

実
現
に
向
け
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
制

度
で
あ
る
。
今
後

は
、
県
で
始
ま
っ

た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
制
度
や
、
他

市
の
取
り
組
み
状

況
を
踏
ま
え
、
対

象
と
な
る
方
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
に
つ
い
て
導
入

を
前
提
に
検
討
す

る
。

Ｑ　
フ
ラ
ン
ス
発
祥
の
認
知
症
ケ
ア
技
法
「
ユ

マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
あ
な
た
の
こ
と
を

大
事
に
思
っ
て
い
ま
す
と
伝
え
る
た
め
の
技
法

と
し
て
、
認
知
症
の
人
に
対
す
る
優
れ
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
法
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
す
上
で
、
有

効
な
手
法
で
あ
る
の
で
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
や
認
知
症
に
関
す
る
講
演
会
等
で
、

ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
考
え
方
を
広
く
周
知
す
る
。

Ｑ　
「
歴
史
的
資
源
を
活
用
し

た
地
域
活
性
化
に
関
す
る
連
携

協
定
」
を
締
結
し
た
こ
と
で
、

今
後
、
民
間
と
の
連
携
も
含
め
、

ど
の
よ
う
な
思
い
で
「
本
市
の

歴
史
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て

い
く
の
か
。

Ａ　
歴
史
的
建
造
物
が
作
り
出

す
風
情

を
残
し
な
が
ら
街
の
魅

力
を
さ
ら
に
高
め
、
賑

わ
い
を
作
り
出
す
仕
組

み
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
、
民
間
の
知
見
も
参

考
に
ま
ち
の
活
性
化
に

結
び
つ
け
、
様
々
な
方

と
連
携
し
進
め
て
い
く
。

Ｑ　
各
町
内
会
集
会
所
の
修
繕
・
改
修
工
事
、

今
後
の
利
活
用
の
方
向
性
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
集
会
所
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
な

る
極
め
て
重
要
な
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
積

極
的
な
建
て
替
え
や
、
「
地
域
の
底
力
再
生
事

業
」
等
で
後
押
し
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
地

域
の
根
幹
を
成
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
し
て

い
く
た
め
、
基
本
方
針
の
見
直
し
や
支
援
制
度

の
拡
充
を
検
討
し
て
い
く
。

Ｑ　
市
内
体
育
施
設
へ
の
冷
暖
房
設
備
の
設
置
、

今
後
の
全
体
的
な
整
備
に
つ
い
て

Ａ
「
公
共
施
設
個
別
施
設
計
画
」
や
「
長
寿
命

化
計
画
」
に
基
づ
き
、
必
要
な
修
繕
・
改
修
を

順
次
実
施
し
、
冷
暖
房
設
備
の
設
置
つ
い
て
は
、

効
率
を
含
め
調
査
研
究
し
検
討
し
て
い
く
。

室井　伸一 議員

吉見優一郎 議員

福島県でパートナーシップ制度が始まったが、市の今後の対応は

市内体育施設への冷暖房設備の設置へむけて

制度導入に向け検討する

冷暖房の効率を含めた調査研究と、避難所としての環境確保について前向きに検討

Ｑ　
福
島
県
の
観
光
客
入
込
数

に
よ
れ
ば
、
県
内
の
「
道
の

駅
」
が
観
光
客
集
客
に
寄
与
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
白

河
地
域
の
「
道
の
駅
」
に
つ
い

て
市
長
は
ど
う
考
え
て
い
る
の

か
伺
う
。

Ａ　
平
成
の
早
い
段
階
か
ら
議

論
が
ス
タ
ー
ト
し
、
各
団
体
か

ら
多
く
の
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
議
論
を
重
ね
て

き
た
が
、
そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、

災
害
復
旧
が
最
優
先
と
な
り
議
論
を
一
時
凍
結

と
し
た
。
震
災
後
、
13
年
が
経
過
し
復
旧
が
ほ

ぼ
完
了
し
た
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
地
域

の
状
況
が
変
化
し
、
加
え

て
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴

い
、
同
施
設
に
防
災
機
能

や
温
泉
・
宿
泊
機
能
さ
ら

に
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
へ
の
対

応
な
ど
求
め
ら
れ
る
役
割

が
拡
大
し
様
々
な
課
題
が

あ
り
そ
れ
相
応
の
時
間
を

か
け
議
論
を
深
め
る
。

Ｑ　
市
営
住
宅
の
空
室
が
多
い
地
域
が
あ
る
。

市
民
の
税
金
で
建
て
ら
れ
て
い
る
市
営
住
宅
で

あ
る
以
上
、
生
活
困
窮
者
や
住
宅
に
困
っ
て
い

る
市
民
に
安
易
に
貸
し
出
す
な
ど
も
っ
と
有
効

活
用
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

Ａ　
空
室
に
つ
い
て
は
、
移
住
希
望
者
の
「
お

試
し
住
宅
」
や
自
由
に
リ
フ
ォ
ー
ム
で
き
る

「
Ｄ
Ｉ
Ｙ
住
宅
」
な
ど
空
室
の
有
効
活
用
を
進

め
て
い
く
。 大竹　功一 議員

白河地域の「道の駅」、市長はどう考えているのか
社会情勢の変化に伴い、様々な課題があり、それ相応の時間をかけ議論を深めていく必要があると考える

大木家住宅

福島県庁
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Ｑ　
令
和
の
米
騒
動
は
南
海
ト

ラ
フ
地
震
と
台
風
に
備
え
た
市

民
に
よ
る
米
の
備
蓄
が
主
な
要

因
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

「
米
余
り
、
米
余
り
」
を
理
由

に
生
産
調
整
が
行
わ
れ
て
き
た
。

有
事
の
場
合
に
備
え
自
給
率
を

高
め
「
食
糧
安
全
保
障
」
が
論

ぜ
ら
れ
る
中
で
、
米
の
品
切
れ

が
起
こ
る
な
ど
想
像
も
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、

全
国
の
各
店
頭
で
は
米
が
買
え
な
い
事
態
が
発

生
し
、
新
米
の
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
。
本
市

の
地
域
内
で
の
米
不
足
の
状
況
は
ど
う
か
。

Ａ　
市
内
の
大
手

ス
ー
パ
ー
、
Ｊ

Ａ
、
米
穀
事
業
者

か
ら
聞
き
取
り
調

査
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
「
在
庫
は
無

く
、
仕
入
れ
も
未

定
」
と
の
回
答
が

大
半
で
あ
っ
た
。

Ｑ　
県
は
残
土
に
よ
る
違
法
な
盛
り
土
の
改
善

命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
業
者
に
対
し
、
西
郷
村

真
船
の
私
有
地
に
放
置
さ
れ
た
大
量
の
盛
り
土

の
代
執
行
を
開
始
し
た
。
本
市
の
地
域
内
に
お

い
て
、
台
風
や
大
雨
時
に
災
害
の
危
険
の
恐
れ

が
あ
る
違
法
な
盛
り
土
は
あ
る
か
。

Ａ　
現
時
点
で
は
、
本
市
の
規
制
条
例
に
反
す

る
よ
う
な
盛
り
土
の
事
案
は
な
い
。

柴原　隆夫 議員

本市の米不足の状況はどうか
大半の店頭で在庫が無い状態に

Ｑ　
救
急
車
の
病
院
受
入
れ
対

応
に
時
間
を
要
し
て
お
り
、
現

場
に
て
病
院
前
治
療
が
可
能
な

ド
ク
タ
ー
カ
ー
導
入
の
必
要
性

に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
第
三
次
救
急
医
療
機
関
が

な
い
県
南
地
域
に
お
い
て
、
医

療
処
置
を
行
う
ま
で
の
時
間
短

縮
は
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
実

施
主
体
と
な
る
医
療

機
関
と
圏
域
の
自
治

体
、
消
防
本
部
と
議

論
を
深
め
て
い
く
。

Ｑ　
市
職
員
の
早
期

退
職
を
減
ら
し
、
人

材
確
保
と
定
着
を
図

る
た
め
に
ど
の
よ
う

な
対
策
を
講
じ
て
い
く
の
か
。

Ａ　
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
業
務
の
負
担
軽
減
や
、

各
種
休
暇
な
ど
の
福
利
厚
生
や
研
修
の
充
実
を

図
り
、
業
績
評
価
を
行
い
、
個
人
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
向
上
に
努
め
、
定
着
率
を
安
定
さ
せ
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
を
図
っ
て
い
く
。

Ｑ　
全
国
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
有
機
チ
ッ
素

化
合
物
に
つ
い
て
本
市
の
水
道
水
の
安
全
性
と

市
民
へ
の
周
知
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ　
市
内
10
ヶ
所
の
水
源
地
で
検
査
を
し
、
検

出
さ
れ
て
お
ら
ず
安
全
で
あ
る
。
ま
た
、
検
査

の
結
果
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お

り
、
今
後
は
広
報
誌
な
ど
も
活
用
し
、
わ
か
り

や
す
く
伝
え
て
い
く
。

高畠　裕 議員

救急車受入れ検索時にも治療可能なドクターカー導入を
医療機関と消防本部、近隣町村と議論を深めていく

Ｑ　
令
和
２
年
６
月
定
例
会
で

教
職
員
の
多
忙
化
解
消
の
た
め
、

文
科
省
の
「
通
知
」
及
び
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令
和
元
年
７

月
31
日
）
を
踏
ま
え
学
校
給

食
費
の
公
会
計
化
を
す
ぐ
に
実

施
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
教
育

長
は
「
移
行
に
向
け
て
の
様
々

な
問
題
解
決
の
た
め
、
今
後
調

査
・
研
究
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
た
。

こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
調
査
・
研
究
し
て
き
た

の
か
。

Ａ　
公
会
計
化
で
見
込
ま
れ
る
効
果
と
し
て
は
、

職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
、
保
護
者
の
利
便
性

の
向
上
、
徴
収
・
管
理
業
務
の
効
率
化
、
透
明

性
の
向
上
・
不
正
の
防
止
、
公
平
性
の
確
保
、

給
食
の
安
定
的
な
実
施
・
充
実
が
あ
る
。
こ
れ

ま
で
に
県
内
・
県
外
の
公
会
計
化
導
入
自
治
体

を
視
察
し
、
公
会
計
化
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
や

移
行
へ
の
手
順
、
導
入
後
に
見
込
ま
れ
る
業
務

量
や
人
員
配
置
な
ど
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し

て
き
た
。
現
在
は
、
更
に
、
効
率
的
な
徴
収
・

管
理
の
方
法
や
そ

の
効
果
に
つ
い

て
調
査
を
進
め
て

い
る
。
今
後
、
国

の
「
学
校
給
食
費

無
償
化
」
の
動
向

も
注
視
し
な
が
ら
、

引
き
続
き
調
査
・

研
究
し
て
ま
い
り

た
い
。

深谷　弘 議員

教職員の多忙化解消と学校給食費の公会計化
学校給食費無償化の動向も注視し調査・研究
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12 月定例会の予定月定例会の予定 正式には開会日に決定します。

編
集
後
記

　

今
年
も
厳
し
い
暑
さ
が
続
い
た

長
い
夏
と
な
り
ま
し
た
。
年
々
暑

さ
が
増
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
昔
に
は
無
か
っ
た
、
猛
暑
日

や
熱
中
症
ア
ラ
ー
ト
と
い
っ
た
言

葉
を
今
年
も
多
く
耳
に
し
ま
し
た
。

冷
夏
な
ど
の
寒
い
夏
を
表
す
言
葉

は
も
う
二
度
と
使
わ
れ
る
事
は
無

い
の
で
し
ょ
う
か
。
９
月
定
例

会
で
議
員
提
出
の
、
議
員
か
ら
職

員
に
対
す
る
白
河
市
議
会
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
条
例
が
全
会
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
も
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
の

他
、
カ
ス
ハ
ラ
、
モ
ラ
ハ
ラ
等
々
、

様
々
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
表
す
新

し
い
言
葉
が
次
々
と
増
え
て
い
ま

す
。
議
員
と
し
て
、
時
代
の
変
化

を
常
に
意
識
な
が
ら
、
よ
り
慎
重

に
行
動
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

�

委
員　

永
山　

均

議会報編集委員会

本会議はインターネッ
ト中継及び録画配信を
行っています。

こちらの
ＱＲコー
ドを読み
込んでく
ださい。

● 時間：午前10時から　● 場所：本庁舎４階　議場

議
会

だ
よ

り
は

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
ご

覧
に

な
れ

ま
す

。　
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ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド
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〒
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島
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河

市
八
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0248–22–1111

　うつくしま百名山のひとつでもある、白河市内最高峰の権太倉山（標高976ｍ）のふもとの隈戸川源
流近くに、聖ケ岩ふるさとの森が有ります。ビジターセンターを中心に、管理や周辺の環境整備の他イ
ベントを企画実施するなど、聖ケ岩ふるさとの森を守る会（会長　金沢鶴一）のメンバーが、施設利用
者の増加を図るために、毎年様々な活動を積極的に行っ
ています。施設内には、２種類のバンガローの他、人気
のテントサイトやバーベキュー施設、ボルダリング、
ロッククライミング等々、魅力的な施設が多く有りま
す。今年の夏休みには、那須町から指導者を招いて初め
てツリークライミング体験会を実施しました。白河市外
からの参加も有り大変好評でした。ビジターセンターに
隣接する第２駐車場の近くに、「大信不動滝」が有りま
す。遊歩道や見学をする場所も整備されており、徒歩５
分程度で到着する事が出来、小さいお子様でも安心して
観に行く事が出来るため、大変人気のスポットになって
います。羽鳥ダムが放水される５月初めから８月後半ま
では、迫力の水流を間近で見てしぶきを浴びる事も出来
るため、暑い夏には最高の場所です。また、ダム放水の
無い水流の少ない秋には、紅葉と滝の写真を毎年撮影し
に来ている方も多いようです。是非、この秋に一度訪れ
てみては如何でしょうか。（取材担当　永山委員）

聖ケ岩ふるさとの森　「大信不動滝」

12月　５日（木）本会議【開会、会期決定、提案理由説明】
　　１１日（水）本会議【一般質問・質疑１日目、委員会付託（請願・陳情）】
　　１２日（木）本会議【一般質問・質疑２日目】
　　１３日（金）本会議【一般質問・質疑３日目、委員会付託（議案）】
　　１６日（月）委員会【各常任委員会・付託案件の審査】
　　１８日（水）本会議【各常任委員長報告、質疑、討論、表決、閉会】

佐川京子委員長佐川京子委員長

佐川琴次佐川琴次

大竹功一大竹功一

大木絵理大木絵理 永山均永山均

根本建一副委員長根本建一副委員長

大信


